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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，全国スライドファ

スナー協会連合会（ASFA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。これによって，JIS S 3015:2007 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，1958 年に制定され，その後 5 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2007 年に

行われたが，その後の安全性要求などに対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，衣料，袋物などに用いられる一般用のスライドファスナ（以下，ファスナという。）につい

て規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS L 0842 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法 

JIS L 0844 洗濯に対する染色堅ろう度試験方法 

JIS L 0849 摩擦に対する染色堅ろう度試験方法 

JIS L 1096 織物及び編物の生地試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

エレメント 

テープに取り付けた金属又はプラスチック製のかみ合う部品（図 1 参照）。エレメントには，単独エレメ

ント及び連続エレメントがある。 

3.1.1 

単独エレメント 

エレメントが一つ一つ独立したもの。 

3.1.2 

連続エレメント 


